
平a
功虎ニ
τゴヨ
跡

奈
良

・

１
　
所
在
地
　
　
　
一　
奈
良
市
佐
紀
町
、
二

。
三
　
奈
良
市
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
　

一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
１
七
月
、
二
　
一
九
九

七
年

一
〇
月
―

一
九
九
八
年

一
月
、
三
　
一
九
九
七
年
七

月
―

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
代
表
　
町
田
　
立早

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
殿

。
官
衛
跡
、
都
城
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
式
部
省
東
方

。
東
面
大
垣

（第
一
一七
四
次
調
査
）

第
二
七
四
次
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
継
続
し
て
行
な
っ
て
き
た
壬
生
門

（南
面

東
円
）
内
東
方
官
衡
の
発
掘
調
査
の
最
終
段
階
と
し
て
、
東
面
大
垣
と
そ
の
周

辺
約

一
人
〇
〇
ポ
を
発
掘
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
地
は
奈
良
時
代
前
半
の
式

部
省
東
官
衛
、
同
後
半
の
神
祗
官
の
遺
構
を
検
出
し
た
第
二
七
三
次
調
査
区

（本
誌
第
一
九
号
参
昭
じ

の
東
隣
に
あ
た
る
宮
東
南
隅
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
奈
良
時
代
の
主
な
遺
構
と
し
て
、
宮
東
面
大
垣
と
造
営
時
の

添
柱
列

。
堰
板
溝
跡
な
ど
の
関
連
遺
構
、
溝
五
条
、
掘
立
柱
塀
二
条
、
掘
立
柱

建
物
六
棟
、
東

一
坊
大
路
、
暗
渠

一
基
、
橋
状
遺
構

一
基
な
ど
を
検
出
し
た
。

平城宮跡発掘調査位置図



1997年出上の木簡

東

一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
は
、
調
査
区
北
方
に
あ
る
小
子
門
西
脇

を
経
て
宮
内
か
ら
南
流
す
る
排
水
路
で
、
宮
東
面
外
堀
を
兼
ね
る
南
北
溝
。
幅

約
六

・
三
ｍ
、
深
さ
○

・
八
―

一
。
四
ｍ
。
上
層
は
平
安
時
代
以
降
、
下
層
は

奈
良
時
代
の
堆
積
。
下
層
は
四
層
に
大
別
で
き
、
幅
約
四
ｍ
、
深
さ
Ｏ

・
五
―

○

。
人
ｍ
で
あ
る
。
溝
は
何
度
も
改
修
を
受
け
、
遷
都
当
初
の
堆
積
は
残
存
し

な
い
。
後
述
の
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
を
切
っ
て
本
溝
が
改
修
さ
れ
、
溝
最
下
層
に

天
平
宝
字
の
年
紀
木
簡
を
含
む
こ
と
か
ら
、
奈
良
時
代
後
半
の
堆
積
と
考
え
ら

れ
る
。
護
岸
施
設
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
テ
ラ
ス
状
の
段
を
西
岸
で
検
出
し
た
。

宮
内
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
は
、
東
面
大
垣
の
西
側
を
南
流
す
る
南
北

溝
で
、
幅
六

・
〇
―
七

・
八
ｍ
、
深
さ

一
。
一
―

一
・
三
ｍ
。
溝
の
堆
積
は
上

下
三
層
に
大
別
で
き
、
奈
良
時
代
の
堆
積
土
で
あ
る
下
層
は
、
幅
五

・
三
ｍ
、

深
さ
○

・
六
エ
ー
○

・
八
ｍ
。
本
溝
も
数
度
の
改
修
で
遷
都
当
初
の
堆
積
は
残

存
せ
ず
、
や
は
り
奈
良
時
代
後
半
の
堆
積
と
考
え
ら
れ
る
。
三
―
四
期
に
区
分

で
き
、
当
初
は
素
掘
滞
だ
が
、
後
に
溝
幅
を
狭
め
、
石
積
護
岸
が
施
さ
れ
る
。

東
面
大
垣
Ｓ
Ａ
四
三
四
〇
は
、
宮
の
東
面
を
画
す
る
南
北
方
向
の
築
地
塀
で
、

約
四
人
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
最
大
三
六
∽
の
掘
込
地
業
を
施
し

一
層
あ
た
り
約

五
伽
の
厚
さ
で
版
築
し
た
も
の
で
、
残
存
高
は
最
大
○

・
七
ｍ
、
残
存
基
底
幅

は
最
大
三

・
六
二
ｍ
で
あ
る
。
下
層
に
掘
立
柱
塀
は
な
く
、
当
初
か
ら
築
地
塀

で
あ
る
。
大
垣
は
、
奈
良
時
代
前
半
ま
で
は
調
査
区
中
央
や
や
北
で
開
口
し
、

そ
こ
を
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
が
貫
流
し
て
い
た
。
そ
の
開
口
幅
は
、
遷
都

当
初
の
第
Ｉ
期
大
垣
で
南
北
約
六

・
二
ｍ
、
後
に
狭
め
ら
れ
幅
約
三

。
六
ｍ
と

な
り
、
埋
立
部
に
継
ぎ
足
し
の
第
Ｈ
期
大
垣
が
造
営
さ
れ
る
。
最
後
に
開
口
部

分
を
埋
め
て
第
Ⅲ
期
大
垣
が
造
ら
れ
、
大
垣
は
完
全
に
開
塞
す
る
。

東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
六
工
Ｏ
は
、
東
面
大
垣
の
開
口
部
分
を
開
渠
で
抜
け
、
Ｓ

Ｄ
三
四

一
〇
か
ら
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
に
東
流
す
る
溝
。
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
の
水
量
を

軽
減
し
、
宮
東
南
隅
部
分
で
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
の
分
水
路
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
Ａ
は
遷
都
当
初
の
素
掘
溝
。
幅
五

・
五
ｍ
、
深
さ

一
・
五
ｍ
。

大
垣
造
営
に
先
だ
つ
も
の
で
、
第
Ｉ
期
大
垣
造
営
後
も
機
能
し
た
。
次
に
、
Ａ

溝
を
埋
め
立
て
て
、
幅
を
約
二

・
九
ｍ
に
狭
め
た
Ｓ
Ｄ

一
七
六
工
Ｏ
Ｂ
、
さ
ら

に
改
修
さ
れ
幅
約

一
・
六
ｍ
の
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
Ｃ
と
な
る
。
Ｂ

・
Ｃ
溝
に
は

大
垣
横
断
部
分
に
石
の
護
岸
が
、
大
垣
か
ら
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
ま
で
の
間
に
は
杭

列
護
岸
が
設
け
ら
れ
た
。
Ｃ
溝
は
、
堆
積
土

・
埋
立
土
か
ら
軒
瓦
六
三
二
五
Ａ

（Ｉ
１
２
期
Ｉ
Щ
１
１
期
）、
埋
立
土
か
ら
平
城
宮
Ⅲ
古
段
階

（七
一一５
１
七
四
〇

年
頃
）
の
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
天
平

一
〇
年

（七
三
八
）
前
後
に
廃
絶
、

大
垣
が
閉
塞
す
る
第
Ⅲ
期
の
造
営
も
そ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

大
垣
と
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
と
の
間
の
嬬
地
部
分
で
掘
立
柱
建
物
五
棟
、
掘
立
柱

塀

一
条
を
検
出
し
た
。
こ
の
う
ち
、
Ｓ
Ｂ

一
七
六
三
〇
Ａ

・
Ｂ
は
奈
良
時
代
前

半
、
Ｓ
Ｂ

一
七
六
三
三
は
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
廃
絶
後
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
内
で
検
出
し
た
橋
状
遺
構
Ｓ
Ｘ

一
七
六
四
〇

（桁
行
三
間
×
梁

間
一
間
）
は
溝
の
水
流
を
利
用
し
た
便
所
遺
構
の
可
能
性
が
あ
る
。

遺
物
は
、
上
記
三
条
の
溝
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
埋
立

上
出
土
土
器
は

一
括
性
が
高
く
、
平
城
宮
Ⅲ
土
器
古
段
階
の
好
資
料
で
あ
る
。
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1997年出上の木簡

木
製
品
と
し
て
、
加
工
板
、
箸
状
木
器
、
刀
装
具
の
様
、
刀
子
形
、
漆
器
椀
、

独
楽
、
賽
子
、
算
木
、
す
り
ざ
さ
ら
、
琴
柱
、
人
形
、
太
刀
形
、
鳥
形
な
ど
、

金
属
製
品
と
し
て
、
和
同
開
亦

・
万
年
通
宝

・
神
功
開
宝
、
金
銅
装
刀
子
把
口

金
具
、
金
銅
鋲
、
銅
鉾
帯
金
具
、
彼
具
の
弓
金
具
、
彼
板
、
九
輌
、
海
老
徒
牡

金
具
、
刀
子
、
銅
大
刀
装
具
、
銅
製
人
形
な
ど
が
出
土
し
た
。
瓦
類
の
顕
著
な

も
の
と
し
て
、
三
彩
軒
丸
瓦
、
緑
釉
隅
木
蓋
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
は
、
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
か
ら

一
〇
四
六
点

今
つ
ち
削
暦
九
四
四
点
）、
Ｓ

Ｄ
三
四

一
〇
か
ら
人
三
点

命
つ
ち
削
婿
エハ
五
点
）、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
か
ら
三
〇
九

二
点

命
つ
ち
削
婿
二
一全
全
百
じ
、
出
土
遺
構
不
明

一
四
点
、
合
計
四
二
三
人
点

（う
ち
削
暦
一三
ハ
七
二
点
）
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｄ

一
七
六
五
〇
木
簡
は
、
ほ
と
ん

ど
Ｂ

・
Ｃ
溝
出
上
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
木
簡
は
、
最
下
層
の
木
居
混
じ
り

暗
褐
粘
土
層
と
そ
の
上
の
バ
ラ
ス
混
暗
灰
砂
質
土

・
灰
褐
粗
砂
層
を
中
心
に
出

土
し
た
。
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
木
簡
は
、
主
に
最
下
層
の
灰
褐
バ
ラ
ス
・
暗
灰
粘
土

層
か
ら
出
土
し
た
。
い
ず
れ
も
上
流
の
官
内
で
投
棄
さ
れ
て
調
査
地
に
堆
積
し

た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
、
特
定
の
史
料
群
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
多

様
な
内
容
で
あ
る
。
た
だ
、
Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
出
土
木
簡
に
は
東

一
坊
大
路
上
か

ら
投
棄
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
可
能
性
は
皆
無
で
な
か
ろ
う
。

木
簡
以
外
の
文
字
資
料
と
し
て
、
「蘇
醒
酔
咤
「莫
取
研
□
盤
／
□
風
」
「北

僧
坊
」
「朝
」
「□
支
良
女
」
「近
衛
」
「□
厨
」
「西
」
「狛
」
「茄
」
「□
附
名

□
」
「朝
」
「職
」
な
ど
と
記
し
た
墨
書
土
器
、
「修
」
「理
」
「中
」
「真
依
」

「
乙
万
呂
」
な
ど
の
刻
印
瓦
が
出
上
し
た
。

一
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
〇
次
調
査
東
区
）

第
二
人
○
次
調
査
は
、
東
院
地
区
の
庭
園
遺
構
周
辺
で
南

・
北

。
東
区
の
三

カ
所
合
計
約
七
〇
〇
ポ
を
発
掘
し
た
。
南
区
で
は
、
東
院
東
南
隅
部
分
を
調
査

し
、
東
面
大
垣

・
南
面
大
垣
と
そ
の
雨
落
溝
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
、
庭
園
の

池
に
伴
う
溝
、
バ
ラ
ス
敷
な
ど
を
検
出
し
た
。
従
来

「隅
楼
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
楼
閣
状
建
物
Ｓ
Ｂ
五
八
八
〇
の
全
貌
が
解
明
さ
れ
、
二
間
×
二
間

（八
尺
等

間
）
の
身
舎
に
間
日

一
六
尺
の
庇
が
西
と
北
に
つ
く
建
物
、
あ
る
い
は
三
間
×

二
間
の
東
西
棟
に
間
口
一
六
尺
の
北
庇
が
東
寄
り
に
つ
く
建
物
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
。
北
区
で
は
、
庭
園
内
の
東
面
大
垣
西
側
を
調
査
し
た
。
東
区
で
は
、

東
二
坊
坊
間
路
と
二
条
条
間
路
と
の
交
差
点
北
部
を
調
査
し
、
二
条
条
間
路
北

側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
、
東
二
坊
坊
間
路
路
面
と
そ
の
東
西
両
側
溝
な
ど
を
検
出

し
た
。
東
二
坊
坊
間
路
に
は
新
旧
二
時
期
が
あ
っ
て
、
当
初
は
坊
間
路
相
当
の

道
路
と
し
て
造
作
さ
れ
、
後
に
大
路
と
同
等
の
道
路
に
拡
幅
さ
れ
た
こ
と
が
判

明
し
た
。

木
簡
は
東
区
の
調
査
の
う
ち
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
か
ら
三
点
、
拡
幅
後
の
二
条

条
間
路
東
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
七
七
九
か
ら

一
一
点
、
合
計

一
四
点
出
土
し
た
。

〓
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
四
次
調
査
南
区
）

第
二
人
四
次
調
査
は
、
東
院
庭
園
の
園
池
南
西
部
の
北
区
、
南
面
大
垣
か
ら

二
条
条
間
路
北
側
溝
ま
で
の
南
区
、
合
計
約
七
工
Ｏ
ポ
を
発
掘
し
た
。
北
区
で

は
東
院
上
層
園
池
Ｓ
Ｇ
五
人
○
Ｏ
Ｂ
、
奈
良
時
代
末
期
の
州
浜
Ｓ
Ｘ

一
七
七

一

〇
、
二
時
期
の
園
池
南
岸
建
物
Ｓ
Ｂ

一
七
五
人
三

。
Ｓ
Ｂ

一
七
七
〇
〇
な
ど
を
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1997年出上の木簡

検
出
し
た
。
南
区
で
は
南
面
大
垣
Ｓ
Ａ
五
五
〇
五
、
大
垣
南
雨
落
溝
Ｓ
Ｄ
九
三

七
工
と
そ
の
下
層
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
七
七

一
七
、
二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五

二
〇
〇
Ａ

・
Ｂ
、
嬬
地
上
で
建
物
五
棟

。
土
坑
な
ど
を
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｄ
五
二

〇
〇
Ａ
は
、
遷
都
当
初
開
削
の
Ａ
ａ
溝
と
、
北
岸
で
約

一
。
七
ｍ
南
に
ず
ら
し

た
Ａ
ｂ
溝
の
二
時
期
が
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ
は
、
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ
を
南

に
約
三
ｍ
ず
ら
し
開
削
し
た
も
の
で
、
石
組
み
護
岸
の
な
い
Ｂ
ａ
溝
、
改
修
し

て
石
組
み
護
岸
を
施
し
た
Ｂ
ｂ
溝
の
二
時
期
が
あ
る
。
Ａ
ｂ
溝
か
ら
Ｂ
ａ
溝
ヘ

の
改
修
時
期
だ
が
、
第

一
二
〇
次
調
査
で
和
銅

・
養
老
の
年
紀
木
簡
が
出
土
し
、

今
回
も
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⑩
　
。「轍
二
具
染【既
咄

801

名
□
　
□

麻
三
斤
八
両
三
分
四
鉢

回
麻
□
五
斤
十
両
鹿
角
□

□
□
　
□
　
　
　
□
　
」

□
　
木
綿

一
枚

天
平
宝
字
六
年

（軸
木
已

「麻
　
　
　
（猶
５

「戸
主〔酔
ヵ〕（檜一Ｂ

「鴨
縣
主

　

（植
Ｄ

河
内
国

　

（控
Ｂ
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〔
原
ヵ
〕

□
里
襦
　
　
（猶
Ｄ

〔
国
力
〕

「山
背
回
　
（檜
一扇
）

「矢
田
部
　
（檜
扇
）

〔
主
ヵ
〕

「□
ｏ
主
　
牝
」

「
　
ｏ
　
　
□
」
（裏
面
上
部
二
記
号
ニ
ツ
ア
リ
）

「
ｏ
善
戊
戊
戊
」

「
ｏ
要
善
戊
　
」

□
妻
善
妻
嬰
時
来
　
　
」

□
眼
見
眼
見
不
如
手
作
」

「
ｏ
嶋
坊
北

一
倉
匙
」

「
ｏ

『不
得
預
』
　

」

大
饗
□

口

□

ぐ

じ

×

ｓ

ｅ

×

い
　

ｏ
需

（
⇔
Ｐ
）
×

（
］
∞
）
×

ｏ

釦
　

ｏ
⇔
μ

６

じ

×

命

じ

×

ｗ
　

ｏ
２

Ｐ
釦
⇔
×
卜
『
×
Ｐ
　
ｏ
ω
頓

Ｐ
伽
『
×

卜
『
×

や
　

ｏ
⇔
”

（
Ｐ
ヽ
伽
）
×
Ｎ
Ｏ
×
Φ
　
ｏ
Ｐ
Φ
半

『
『
×

］
∞
×

『
　

ｏ
μ
Ｐ
Ｘ

台

じ

×

合

じ

×

Ｎ
　

ｏ
留

。
「
＜
少
国
麻
呂
　
口
開
入
長

一
尺
□

。
「
＜

一
寸

　

　

『日
日
日
日
日
回
』
（削
り
残
じ
（甍
ｙ
］叉
］
愚

。
「比
者
無
口

Ｌ
生
而
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（９
巡
支
『
ｇ

。
「前
神
神
□

。
「灰
灰
疵
庇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

Φ驚

。
甲
斐
　
　
　
　
□
□

・
□
＋
　
木
善
佐
美

人
国
国

忍
　
乃
上
国
　
未
年

（表
裏
二
人
物
画
及
ビ
相
撲
絵
ア
リ
）

（］ＯΦ）
×
『ヽ
×
ヽ
　
ｏφ伽

〔
午
ヵ
〕

□
未
申
酉
戊
□

寅
卯
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ燎

〔辰
巳
午
ヵ
〕

（刻
線
）。一〕彩〕ウル彩子〔夕螂≧

（刻
線
）．一午細〕ゥルヵウ〕

い
い
×

（
〕
∞
）
×
∞
　
ｏ
∞
〕



①
は
、
内
蔵
寮
が
、
絶

。
上
総
布

・
糸

・
凡
布
な
ど
を

「内
侍
牒
」
に
よ
っ

て
支
出
、
某
所
に
進
上
し
た
際
の
送
り
状
で
あ
る
。
「内
侍
牒
」
と
は
、
天
平

八
年

（七
一三
０

の

「内
侍
司
牒
主
薪
所
」
３
大
日
本
古
文
圭
屋

〔編
年
。
以
下

『大
日
古
』
と
略
す
〕
二
十
四
・
八
買
）
の
よ
う
に
、
内
侍
司
の
牒
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
内
蔵
寮
は
中
務
省
に
属
し
天
皇
の
宝
物
や
日
常
の
物
品
を
掌
る
官
司
。

内
蔵
寮
が
内
侍
の
命
で
繊
維
製
品
を
支
出
す
る
例
と
し
て
は
、
御
服
料
な
ど
は
、

季
節
毎
に
内
侍
の
宣
に
従
っ
て
縫
殿
寮
に
出
し
充
て
る
と
い
う

『延
喜
式
』
巻

一
五
内
蔵
寮
の
規
定
が
参
考
に
な
る
。
本
木
簡
は
綾
な
ど
高
級
織
物
を
含
ま
ず
、

御
服
に
関
係
す
る
か
は
疑
間
だ
が
、
縫
殿
寮
宛
の
可
能
性
は
残
る
。
「内
侍
牒
」

に
よ
り
内
蔵
寮
が
物
品
を
進
上
す
る
宛
先
は
自
ず
と
限
ら
れ
よ
う
。

⑪
の
内
親
王
の
候
補
と
し
て
、
裏
面
の
年
号

「神
亀
」
を
根
拠
に
す
れ
ば
、

吉
備

・
阿
倍

・
井
上

・
不
破
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑥
は
、
中
務
省
解
と
書
し

た
削
居
。
⑭
は
、
高
橋
国
足
を
召
す
召
文
。
天
平

一
〇
年
に
遠
江
少
稼
で
あ
っ

た
人
物

ら
大
日
古
』
二
十

一
〇
八
買
）
と
同

一
人
か
は
不
明
。
①
は
大
倭
国

（天

平
九
年
一
二
月
に
大
養
徳
国
と
改
名
す
る
以
前
の
名
称
）
の
進
稲
木
簡
。
下
端
か
ら

三
分
の

一
あ
た
り
、
左
か
ら
右
下
に
抹
消
の
墨
線
が
引
か
れ
る
。
裏
面
は
飲
酒

に
関
す
る
と
思
し
き
興
味
深
い
習
書
。
あ
る
い
は
書
状
の
草
柔
か
。
①
ｌ
⑬
は

荷
札
。
⑩
は
美
濃
国
の
米
の
荷
札
。
『和
名
抄
』
厚
見
郡
条
に
は
市
俣
郷
が
み

え
る
が
、
本
木
簡
の
郷
名
の
第

一
字
め
は
か
す
か
に
残
る
墨
痕
に
よ
る
限
り

「大
」
と
読
め
る
。
⑫
は
伊
予
国
の
古
鯖
の
荷
札
。
こ
れ
ま
で
類
例
は
少
な
い

翁
平
城
宮
木
簡
』

一
、
一三
全

号
な
ど
）。
ｍ
口
の
高
夫
久
は
高
句
麗
系
の
高
氏

の
一
族
か
。

Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
出
土
木
簡
は
点
数
が
少
な
い
。
∞
は
八

・
茄
子
の
進
上
木
簡

か
。
働
は
西
大
寺

・
元
興
寺
で
の
仏
事
に
お
け
る

「供
養
」
に
関
わ
る
物
品
の

付
札
か
。
南
都
諸
寺
の
う
ち
西
大
寺

・
元
興
寺
の
ニ
カ
寺
で
行
な
う

「供
養
」

の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
。
上
端
を
圭
頭
と
し
、
下
端
を
尖
ら
せ
、
中
央
や
や

下
に
切
り
込
み
を
入
れ
る
や
や
異
型
の
木
簡
で
あ
る
。
い
は
荷
札
。
幡
多
郷
は
、

河
内
国
爽
田
郡
、
摂
津
国
有
馬
郡
、
遠
江
国
長
下
郡
、
相
模
国
余
綾
郡
、
備
前

国
上
道
郡
、
淡
路
国
三
原
郡
に
所
在
し
て
お
り
、
特
定
で
き
な
い
。

Ｓ
Ｄ
四
九
五

一
出
土
木
簡
は
、
内
容
と
し
て
は
、
食
料

。
布

・
銭
な
ど
物
品

を
請
求
す
る
木
簡
、
伊
勢

。
伊
豆

・
安
房

・
若
狭

・
越
前

。
出
雲

・
播
磨
な
ど

の
荷
札
、
板

・
瓦
な
ど
造
営
に
関
す
る
木
簡
、
銭
の
付
札
な
ど
が
あ
る
。

∞
は
布
を
請
求
す
る
木
簡
。
表
に
異
筆
が
あ
り
、
裏
面
記
載
は
常
食
支
給
の

請
求
の
習
書
か
。
①
は
銭
を
請
求
す
る
文
書
木
簡
。

⑪
は
、
吉
田
古
麻
呂
が
草
湯
を
作
る
材
料
を
請
求
し
た
木
簡
。
草
湯
は
草
薬

彿
む
薬
）
と
考
え
ら
れ
る
。
請
求
先
は
典
薬
寮
か
。
医
薬
関
係
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
吉
田
古
麻
呂
は
、
吉
田
宜
の
子
で
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
め

に
か
け
て
の
医
家

・
吉
田
連
古
麻
呂
と
同

一
人
と
見
な
せ
よ
う
。
古
麻
呂
は
、

宝
亀
七
年

（七
七
工◇

に
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
に
な
り
、
延
暦
三
年

（七
八
四
）
に
侍
医
の
ま
ま
内
薬
正
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
。
な
お
、
『廷
喜
式
』

巻
三
七
典
薬
寮
に

「凡
五
位
己
上
、
有
須
草
薬
者
、
就
寮
請
之
」
と
み
え
、
貴

族
が
草
薬
を
典
薬
寮
に
請
求
で
き
る
規
定
が
あ
る
が
、
古
麻
呂
は
そ
も
そ
も
医
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家
で
あ
り
、
本
木
簡
を
古
麻
呂
が
五
位
に
昇
進
後
の
も
の
と
見
な
す
必
要
は
必

ず
し
も
な
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
木
簡
に
は
草
湯
作
料
の
具
体
的
内
容
が
記

さ
れ
て
い
な
い
。
請
求
の
具
体
的
品
目
は
別
の
木
簡
に
書
か
れ
、
複
数
枚
で
情

報
が
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
紙
な
ど
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
は
不
詳
。

⑭
は
内
務
所
の
魚
請
求
木
簡
。
「内
」
は
天
皇
の
意
味
か
。
⑮
∞
は
酒
の
進

上
木
簡
。
記
載
内
容
は
同

一
。
同
筆
と
思
わ
れ
、
法
量
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

⑮
が
数
字
が
大
字
で
日
付

。
署
名
が
小
書
き
右
寄
せ
で
あ
る
の
に
対
し
、
∞
は

一
行
書
き
で
数
字
も
大
字
を
用
い
ず
、
書
風
も
よ
り
大
ら
か
で
あ
る
。
元
日
付

け
で
珍
し
く
、
正
月
各
官
司
で
催
さ
れ
た
饗
宴
に
供
す
る
酒
に
関
わ
る
も
の
か
。

〔営
ヵ
〕

⑬
は
、
政
所
の
宣
に
よ
っ
て
□
□
を
進
上
し
た
木
簡
。
「政
所
」
の
語
を
記

し
た
木
簡
は
、
調
査
区
の
上
流
、
宮
内
の
第
二
二
次
調
査
、
第

一
〇
四
次
調
査

で
出
土
例
が
あ
る
が

（『平
城
宮
木
簡
』
二
、
二
六
二
五
号
、
『平
城
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
』
〔以
下

『城
』
と
略
記
〕
一
二
十

一
五
頁
）、
具
体
的
に
ど
こ
の
官
衛

な
い
し
は
貴
族
家
の
そ
れ
か
は
不
明
で
あ
る
。

①
は
縄
の
請
求
に
関
す
る
木
簡
か
。
「進
」
は
、
「職
」
「坊
」
の
第
三
等
官
。

⑩
は
、
本
調
査
区
南
側
の
第
三
二
次
調
査
で
、
奈
良
時
代
末
の
Ｓ
Ｄ
三
四

一

〇

。
Ｓ
Ｄ

一
二
五
〇
か
ら
出
上
し
た

一帥
館
弐
升
少
進
大
伴
宿
祢
〔剛
記
」
な
ど

と
あ
る
木
簡

（『平
城
宮
木
簡
』
三
、
三
五
三
八
号
）
と
書
式

。
記
載
が
類
似
し
て

お
り
、
①
の

「少
進
大
伴
」
以
下
欠
失
部
に
も

「宿
祢
所
請
」
と
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
ち
な
み
に
、
第
二
五
九
次
調
査
で
も

「大
伴
少
進
」
と
書
い
た
木

簡
が
東
西
滞
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇

（Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
・
四
九
五
一
の
上
流
域
の
宮
内
道

路
南
側
溝
）
か
ら
出
土
し
、
奈
良
時
代
末
の
皇
后
宮
職
官
人
と
推
定
さ
れ
て
い

る

（本
誌
第
一
人
号
参
昭
一
が
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
判
然
と
し
な
い
。

⑩
は
、
六
人
の
名
前
を
連
ね
た
歴
名
。
召
文
の
類
か
。
左
右
は
二
次
的
削
り

か
。
表
の
上
部
に
は
現
状
で
は
墨
痕
が
確
認
で
き
な
い
。
「畠
賢
達
」
「子
部
人

主
」
「紀
東
人
」
は
天
平
勝
宝
年
間
の
造
東
大
寺
司
写
経
所
関
係
文
書
に
散
見

す
る
人
物
で
あ
る
。
畠
賢
達
は
天
平
勝
宝
六
年

（七
五
四
）

一
一
月
に
東
大
寺

写
経
所
の
装
漬
と
し
て
布
施
を
受
け

（『大
日
古
』
〓
二
十

一
一
四
頁
）、
同
七
年

二
月
、
四
月
に
東
大
寺
の
請
経
使
と
な
っ
て
い
る
人
物

３
同
』

〓
ニ
ー

〓
二
一

頁
、
三
十
二ハ
〇
八
頁
、　
一
三
十

一
七
四
貢
）。
書
生
の
子
部
人
主
も
天
平
勝
宝
四
年

二
月
に
み
え
る

（『同
』

一
一
―
≡

三
ハ
頁
）。
紀
東
人
は
、
天
平
勝
宝
四
年
七
月
、

同
五
年
入
月
に
大
納
言
藤
原
仲
麻
呂
家
か
ら
東
大
寺
務
所
へ
請
経
使
と
し
て
赴

い
た
仲
麻
呂
家
資
人

（『同
』
三
十
五
八
五
貢
、
四
十
九
七
買
）。
東
人
の
肩
書
き

「大
資
人
」
は
、
「
オ
ホ
ト
ネ
リ
」
と
訓
じ
て
大
舎
人
を
意
味
す
る
か
。
出
の

裏
面
、
日
下
の

「秦

一
□
」
は
、
第
二
五
九
次
調
査
で
Ｓ
Ｄ

一
一
六
〇
〇
か
ら

出
土
し
た
春
宮
坊
主
膳
監
解
に
み
え
る
秦

一
万
か

（本
誌
第
一
八
号
参
昭
一
。

切
は
安
房
国
の
荷
札
。
安
房
国
は
天
平

一
二
年
上
総
国
に
併
さ
れ
て
お
り
、

恐
ら
く
、
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
再
置
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑩
ｌ
り
は

出
雲
国
の
荷
札
。
⑪
に

「前
分
」
と
み
え
、
⑫
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
「前
分
」

は
文
献
的
に
は
貢
納
物
を
収
納
す
る
際
の
役
人
の
手
数
料
と
言
わ
れ
る
が

３
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
一
一
月
丁
巳
条
）、
木
簡
の

「前
分
」
の
語
義
は
未

詳
。
類
例
と
し
て
、
奈
良
県
藤
原
京
跡
右
京
工
条
四
坊
、
兵
庫
県
見
蔵
岡
遺
跡



で
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
五
・
三
ハ
号
参
昭
ど
が
、
平
城
宮
で

「前
分
」
と

記
し
た
荷
札
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
、
注
目
に
値
す
る
。

①
⑩
①
は
銭
の
付
札
。
⑪
は
銭
五
千
文
の
付
札
。
記
載
の
三
六
斤
四
両
は
、

一
斤
Ｈ
六
〇
〇
ｔ
六
七
〇
ｇ
と
し
て
計
算
す
る
と
二

一
・
七
五
―
二
四

。
二

人
的
と
な
り
、　
一
文
の
重
さ
は
四

・
三
五
―
四

。
人
工
ｇ
と
算
出
で
き
る
。
重

量
的
に
み
て
、
本
木
簡
が
付
さ
れ
た
銭
は
天
平
宝
字
四
年
鋳
造
の
万
年
通
宝
と

み
て
も
過
不
足
な
い
。
①
は
、
民
領
の
木
馬
進
徳
が

一
千
文
を

「貫
」
し
た
付

札
。　
一
千
文
の
下
、
日
付
は
右
寄
せ
小
書
き
を
意
識
し
て
書
き
出
す
が
、
宝
字

以
下
は
再
び
大
き
な
字
で
中
央
に
書
す
。
「貫
」
は
、　
一
千
文
を
単
位
と
し
て

差
し
銭
に
す
る
こ
と
か
。
「民
領
」
の
語
は
、
第
三
二
次
補
足
調
査

翁
城
』
四

十

一
五
頁
）
や
西
隆
寺
跡
出
土
木
簡
な
ど
に
み
え
、
業
務
の
責
任
者
の
意
。
木

易
氏
は
大
化
前
代
に
散
見
す
る
百
済
系
氏
族
で
あ
る
が
、
人
世
紀
の
所
見
は
珍

し
い
。
ｒ

〇
一
千
文

年
月
日
／

・
０
貫
民
領
某
」
な
る
木
簡
の
出
土
例
と
し

て
は
、
第

一
〇
四
次
調
査
で
東
院
西
辺
の
南
北
滞
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
Ｃ

（Ｓ
Ｄ
四

九
五
一
の
上
流
域
に
相
当
）
か
ら
出
土
し
た
、
天
平
神
護
二
年

（七
六
工〇

一
一月

の

「山
〔隣
『
ず
置

（長
さ
一
〇
五
ｍ
幅
一
八
剛
厚
さ
五
剛
、
〇
三
二
型
式
、
孤
墾
　
一

二
十

三
ハ
貢
）
が
あ
り
、
書
式

・
形
態

。
法
量
が
酷
似
す
る
。
ま
た
、
第

一
七

二
次
調
査
で
内
裏
東
大
濤
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
か
ら
出
土
し
た

「
・
ｏ
一
千
文
／

・

ｏ
□
□
□
□
□
」
（長
さ
人
四
ｍ
幅
二
一
ｍ
厚
さ
四
ｍ
、
〇
二
一
型
式
、
『同
』

一
九

十
一
一七
頁
）
も
、
裏
面
を
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
装
置
で
再
検
討
す
る
と
、
「貫

民
領
恵
我
馬
養
」
と
釈
読
で
き
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
木
簡
で
あ
る
。
⑩
は

「貫
」
の
字
と
名
前
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
⑩
と
同
様
に
銭
の
付
札
と

み
な
せ
よ
う
。
天
平
勝
宝
七
歳

（七
五
五
）
の
班
田
司
史
生
の
三
努

（美
努
）
広

足

３
大
日
古
』
四
十
八
一
・
八
二
買
）
と
同

一
人
か
。

⑩
の

「上
道
朝
臣
」
は
、
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
七
月
、
上
道
臣
斐
太

都
が
橘
奈
良
麻
呂
ら
を
密
告
し
た
功
を
も
っ
て
朝
臣
と
賜
姓
さ
れ
て
以
降
の
も

の
。
国
史
で
は
他
に
千
若

。
広
成
の
例
が
知
ら
れ
る
が
、
平
城
京
時
代
の
者
と

し
て
は
斐
太
都
の
み
が
文
献
的
に
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

⑫
の

「公
侯
マ
」
は
、
天
平
宝
字
元
年
三
月
に
君
子
部
を
吉
美
侯
部
と
改
め
、

ほ
ど
な
く
吉
弥
侯
部
に
改
め
ら
れ
、
ま
た
、
姓

「君
」
が
天
平
宝
字
三
年

一
〇

月
に

「公
」
字
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
の
表
記
と
思
わ
れ
る
。

①
ｌ
⑬
は
、
檜
扇
に
墨
書
し
た
も
の
。
同

一
個
体
か
。
∽
側
は
形
状
類
似
の

薄
い
や
や
幅
広
の
長
方
形
の
材

（用
途
未
詳
）
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
ぼ

一
括
し
て
出
土
し
た
五
点
の
一
部
で
あ
る
。
記
載
内
容
に
記
号
も
あ
り
、
そ
の

意
味
は
不
明
。
∽
は

「善
妻
嬰
時
来
」
な
ど
と
書
い
た
習
書
木
簡
。
側
に
類
似

の
表
現
が
み
え
、
出
土
地
点
も
近
接
し
て
お
り
、
∽
ｍ
と
⑫
は

一
連
の
も
の
か
。

的
は
、
嶋
坊
の
北

一
倉
の
匙

（海
老
錠
の
牡
金
具
）
の
所
謂
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
木

簡
。
嶋
坊
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
確
言
で
き
な
い
が
、
『続
日
本
紀
』
天
平
勝

宝
八
歳

（七
五
工０
　
一
一
一月
己
酉
条
や

「造
寺
雑
物
請
用
帳
」
令
大
日
古
』
二
五

十
三

三
ハ
頁
）
に
み
え
る
法
華
寺
の
外
嶋
院
か
。
∞
側
は
十
二
支
を
記
し
た
木

簡
。
二
条
大
路
木
簡
な
ど
に
類
例
が
あ
る

（『城
』
壬

一―
四

一頁
、
一
一九
―
四
〇

頁
、
三
三
十

一
四
頁
）。



1997年 出上の木簡

一
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
八
〇
次
調
査
東
区
）

東
二
坊
坊
間
路
東
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
七
七
七
九

〔佐
分
己

①

　

「若
狭
国
遠
敷
郡
田
胴
酬

②
　
。
「
＜
美
作
国
勝
田
郡
川
辺
郷
庸
米
五
斗
」

〔
万
呂
己

(4)

・

ｌ

ｌ

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇

天
天

（表
二
花
喰
鳥
ォ
絵
、
裏
二
花
ノ
絵
ア
リ
）

□
田
朝
臣
」

。
「
＜
□
□
同
国
□
□

ド
Φ
∞
×

〕
μ
×

『
　

ｏ
∞
嗚

「
＜
讃
岐
国
寒
川
郡
造
太
郷
□
□
□
□
庸
米
五
斗
」
Ｐ
『
Ｐ
×
］
Ｐ
×
い
　
ｏ
∞
］

□
天
平
神
護
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ
Ｘ
じ
溢

ｏ驚

〔弥
ヵ
沼
昼
ヵ
〕

□
　
　
□
受
□
□
□
夜

□

①
②
①
は
い
ず
れ
も
荷
札
。
①
の
佐
分
郷
は
、
天
長
二
年

（八
一
一五
）
七
月

に
遠
敷
郡
か
ら
大
飯
郡
が
分
立
し
て
以
降
は
大
飯
郡
に
属
す
る
。
②
①
は
庸
米

の
荷
札
。
①
は
習
書
。
⑥
は
用
途
不
明
の
木
製
品
の
破
片
に
墨
書
し
た
も
の
。

表
に
は
文
字
以
外
に
、
細
長
い
茎
の
先
に
つ
ぼ
み
が
つ
く
植
物
と
、
業
が
生
い

茂
る
枝
を
く
わ
え
る
尾
の
長
い
毒
が
描
か
れ
、
裏
に
は
五
弁
の
花
を
中
心
と
し
、

周
囲
に
三
葉

一
対
の
葉
が
数
枚
生
え
た
植
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

〓
一　
東
院
庭
園
地
区

（第
二
人
四
次
調
査
南
区
）

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
Ａ

〔
符
ヵ
〕
　

〔
駅
ヵ
〕

ω
　
・
□
山
陽
道
□
長
等
□

・
『＝

廿

』

（
］
〇
〇
）
×
〕
φ
×
∞
　
ｏ
μ
Φ

∩
い
Φ
）
×

（
μ
ω
）
×
ω
　
ｏ
∞
Ｐ

（
Ｐ
ヽ
〇
）
×
（
伽
∞
）
×
Ｆ
『
　
ｏ
⇔
伽

（
岸
ヽ
Φ
）
×
（
岸
〇
）
×
∞
　
ｏ
∞
岸

「召
□
万
呂
　
丈
マ
三
綱
」

〔
遠
佐

郷
ヵ
〕

。
「
＜
近
江
国
印
勘
郡
□
□
□

里
戸
ヵ
〕

。
「
＜
穴
太
子
人
口
俵

（
牌
卜
］
）
×

（
Ｐ
Ｐ
）
×
∞
　
ｏ
∞
牌

（
卜
］
）
×

（
Φ
）
×
Ｐ
～

　
ｏ
∞
Ｐ

（
Ｐ
］
⇔
）
×
］
∞
×
］

ｏ
Ｐ
Φ

(4)

〔
郷
嶋

田
里
ヵ
〕

「
＜
若
狭
国
遠
敷
郡
野
□
□
□
□

〔六
ヵ
沼
八
ヵ
〕

「
＜
　
　
養
老
□
　
□
月

Ｐ
↓
卜
×

畔
卜
×

∞
　

ｏ
∞
μ
　

　

２

一

<  <

Ｐ
『
Φ
×

］
∞
×

卜
　

ｏ
∞
∞



二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ

③

　

×
郡
野
田
郷
膳

マ
日

国
　
　
　
　
　
　
　
　
（重
×
］巽
『
霞

二
条
条
間
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ｂ
ｂ
北
岸
護
岸
石
裏
込
め

(9)

「
＜
賄
酢
＜
」

・
ロ
ーー
□
□
□
□

・

養
老
四
年
八
月

一

Ｐ
騨
岸
×
（
］
ｏ
）
×
］

ｏ
∞
μ

（
］
Φ
∞
）
×

（
μ
Φ
）
×
卜
　
ｏ
∞
い

い
。
左
側
面
は
二
次
的
調
整
を
被
る
。
０
は
習
書
。
①
の

「野
田
郷
」
は
、

『和
名
抄
』
で
は
下
総
国
逝
瑳
郡

・
越
前
国
丹
生
郡

・
同
足
羽
郡
に
所
在
す
る
。

⑪
は
、
始

（イ
ガ
イ
。
始
貝
と
も
）
の
す
し
の
付
札
。
左
側
面
は
割
れ
。
⑩
の
養

老
の
年
紀
木
簡
は
、
本
来
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
〇
Ａ
の
遺
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、
Ｓ
Ｄ

五
二
〇
〇
Ｂ
ｂ
の
裏
込
め
に
混
入
し
た
も
の
か
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九
八
―

Ⅲ
』
（
一
九
九
八
年
）

同

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
四

（
一
九
九
八
年
）
（山
下
信
一
郎
）

い
は
、
山
陽
道
の
駅
長
等
に
発
し
た
符
形
式
の
文
書
木
簡
の
断
片
で
、
注
目

さ
れ
る
。
た
だ
、
い
か
な
る
主
体
が
符
を
駅
長
に
発
給
す
る
の
か
、
詳
細
は
検

討
を
要
し
よ
う
。
②
①
は

一
括
し
て
出
土
し
た
材
質
酷
似
の
も
の
。
直
接
接
続

は
し
な
い
が
、　
一
連
の
可
能
性
が
あ
る
。
い
働
⑥
は
荷
札
。
い
の

「印
勘
郡
」

は
伊
香
郡
の
こ
と
か
。
⑤
の

「野
」
以
下
の
割
書
き
部
分
の
墨
痕
は
極
め
て
薄

・
□
右
美
作
国
英
多
郡

〔
公
ヵ
〕

。
秦
人
マ
ロ
万
呂
三
斗
　
『□
□
』

〔家
ヵ
〕

。
国
家
家
家
家
家
家
家
家
家
家

〔逓
ヵ
〕

・
□
□
□
飢
□
□
□
犀
澤×

（
牌
］
Φ
）
×
μ
∞
×
∞
　
ｏ
い
Φ

Ｏ

『
じ

×

］
∞
×

］

ｏ
留


